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東雲地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答 

☆ 項 目 意 見 の 内 容 
対応可能性と 

対応時期 

対応策または 

不可能な理由等 
担当課 

1 

教育 東雲小学校の建て替え計画につい

ては、報道でしか知らないので不

安の声も上がっている。説明会を

学校の保護者対象にしていただけ

るのか 

■可 能 

□対応済 

■即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

□その他 

 学校等を通じ教育委員会へご連絡いただけ

れば、それぞれの団体等における会合にあわ

せて説明する機会を持ちたいと考えていま

す。 

学習施設課 

二宮 仁志 

948-6873 

2 

芝生化 学校の芝生化について、23・24年

度の実績を教えてほしい。 

また、どういった形で維持管理し

ているのか、水のことについても、

実績のなかで対策があれば教えて

ほしい 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

芝生化については、平成 23年度に坂本幼稚

園、石井保育園、山越保育園、平成 24年度は

三津浜幼稚園、朝美保育園、浅海保育園、松

山市地域交流センター、潮見小学校で行いま

した。 

芝生化には、砂埃対策と熱中症対策、地域

の子育て環境の構築、子供たちのコミュニケ

ーション能力や運動能力の向上などの効果が

あります。 

芝生化へ取り組むためには、 

・学校、保護者、地域の方々、グラウンド

の利用者による芝生を育成するための協

力体制の構築 

・芝生を育成するための水の確保 

・芝生化により支障が出るスポーツに対す

る対応 

などが必要となりますので、こうした条件が

整う学校について、芝生化に取り組みたいと

考えています。 

学習施設課 

二宮 仁志 

948-6873 



 

2 

 

3 

医療 基幹病院である松山赤十字病院の

建て替えについて、計画があれば

教えてほしい 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

現在の東雲小学校については、小学校校舎

の耐震化に伴い、小中連携校として隣接する

東中学校との併設型校舎等を建設整備する計

画であり、不要となる用地を松山赤十字病院

が購入したいとの意向を示しており、本市と

松山赤十字病院が連携を図りながら財務省と

協議を進めています。 

なお、松山赤十字病院からは、この用地を

購入できた場合、既存の用地と合わせて一体

的に活用する予定であると伺っています。 

保健福祉政策課 

兵頭 利彦 

948-6823 

4 

まちづくり 集中豪雨に対する対策について、

現状と今後の計画をお聞きした

い。例えば、道路上に一時的にプ

ールする方法はどうか 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

浸水原因の一つである徳力川について、現

在、持田町 1丁目にある雨水貯留施設への雨

水の流入量を調整するとともに、現況調査を

行っています。今後は、これらの成果に基づ

き改善方法を検討することにしています。 

ご提案の道路上に一時的にプールすること

については、道路上に段差を設けることによ

り自動車や自転車の走行の安全性に危険が生

じることから不適切と考えます。 

なお、青少年センター北側道路については、

豪雨時に道路を流れて低地に集まった雨水が

既設の路面桝だけでは排水できていないた

め、路面桝の追加工事を実施しました。 

下水道サービス課 

尾崎 隆輝 

948-6538 

河川水路課 

奥村 栄二 

948-6838 

下水道整備課 

大森 武志 

948-6541 

5 

まちづくり 東雲公園をコミュニティファーム

のような形で地域の人たちと一緒

に作っていきたいが、市として、

どのような協力がいただけるか 

■可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

■未定 

□不可能 

□その他 

提案のあったコミュニティファーム的な公

園施設の利用については、協力可能であると

思われますので、具体的なご提案がまとまれ

ばご相談ください。 

公園緑地課 

管 正人 

948-6497 
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6 

環境 ごみ問題について、学生マンショ

ン、賃貸マンションの物について

は、事業系ごみとして回収されて

はどうか 

 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

ごみの分別排出については、ごみの分別方

法などを分かりやすく解説した「ごみ分別は

やわかり帳」や「ごみカレンダー」を市内全

戸に配布するほか、あらゆる機会を捉え、住

民の皆様に適正なごみの分別排出を呼びかけ

ています。 

しかしながら、ごみ出しルールが守られず、

戸建て住宅と集合住宅が共同で利用している

ごみ集積所においてトラブルがあるケースも

見受けられます。そこで、集合住宅の管理者

やオーナーに対し、「決められた日(時間)のご

み出し」「ごみの適正な分別」の周知徹底を図

るよう強く要請するとともに、啓発に必要な

「ごみ分別はやわかり帳」や「ごみカレンダ

ー」のほかチラシや看板の提供なども行って

います。 

市町村は、廃棄物処理法に基づき、その区

域内の一般廃棄物の適正な処理について責務

を負うことから、松山市では、一般廃棄物処

理計画で一般廃棄物を家庭系と事業系に区分

し、収集方法等を定め適正な処理を行うこと

にしています。マンション等の集合住宅であ

っても家庭から排出されるものは家庭系一般

廃棄物として市が収集することになります。 

なお、一部の集合住宅では、各住戸からの

ごみの回収サービスなどを行っているところ

もあるようですが、費用負担などの課題もあ

り、市から強制することはできませんので、

ご理解ください。 

清掃課 

平田 正次郎 

921-5516 
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環境 ごみ出しルール違反を抑えるため

に、市がカメラと録画機のセット

を用意して地域に貸し出すなど、

それくらいやらないと難しいので

はないか 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

本市では、ごみ集積場所の管理に関し、適

正なごみ出しや日常の清潔の保持に努めてい

ただくよう、地元の町内会等にお願いしてい

ます。 

こうした中、ごみ集積場所への監視カメラ

の設置などによる監視体制の強化は、一定の

抑止効果は見込めますが、設置や管理に問題

があり、現状では難しいと考えています。 

今後とも地元のご協力をいただきながら、

看板の設置やチラシの配布などによる住民の

モラルの向上を図る啓発活動を地道に継続し

ていくことが重要であると考えています。 

清掃課 

平田 正次郎 

921-5516 

8 

福祉 地域包括センターについて、東雲

地区では、遠い素鵞地区にあるセ

ンターを利用している。道一本隔

てた隣の校区にあるので、一定の

手続きで他地区のセンターを利用

できないか 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

支援センターは相談者が来るのを待つので

はなく、直接、高齢者宅などへ出向くことを

基本方針としています。利用に際しては、そ

の地域独自の介護・医療・生活支援サービス

等を適切に提供できる担当圏域の支援センタ

ーにご連絡いただければ、ご自宅への訪問相

談に伺わせていただきます。  

なお、支援センターが出向いて相談を受け

ることについて、引き続き、広報やホームペ

ージ等を活用して周知していきます。 

介護保険課 

中矢 光一 

948-6949 
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まちづくり 高層マンションの建設が相次いで

いるが、松山城の景観を守るため

に高さ制限などを条例で規定でき

ないか検討していただきたい 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

本市では、平成２０年に市民ワークショッ

プやパブリックコメント、ホームページによ

る眺望マップの公表を経て、市民の皆様が容

易に見ることができる良好な松山城の眺望ス

ポットを選定しており、これらの場所から松

山城の眺望を確保することが重要であると考

えています。 

また、平成１６年度から２か年にわたり、

学識経験者や公募による市民の方々で組織し

た『松山市都市景観検討協議会』において、『松

山らしい都市景観形成』について議論を重ね

ました。その結果、「松山城への眺望を活かし

た景観形成を市民主体で進めるべきである」

との提言を受け、市民や観光客にとってわか

りやすい場所である市役所前榎町通りをモデ

ル地区として高さ制限を盛り込んだ景観計画

区域として指定しました。 

景観に関する条例制定などルールづくりに

は、高層住宅や商業ビルの建設など民間の経

済活動を過度に抑制しないことと景観の保全

との両面からバランスをとっていく必要があ

り、地域住民の『景観は地域の共有財産』と

の共通認識のもと、景観まちづくりに向けた

合意形成が必要不可欠です。今後とも景観意

識の啓発活動を継続するとともに、景観保全

の方策等について住民の皆様とともに検討し

ていきたいと考えています。 

都市デザイン課 

坪内 洋 

948-6516 
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まちづくり 市営持田住宅跡地利用についてど

のような計画になっているのか。

閑静な住宅地であり、住宅地にふ

さわしい利用計画が出されてほし

い。南町からの道路が狭く、危険

なのでそういうことも考慮して利

用計画を立てていただきたい 

松山市独自の児童相談所はどうで

しょうか 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

跡地利用については、松山市公有財産有効

活用検討委員会において、敷地の状況や周辺

の環境等を踏まえつつ、市有財産としての必

要性、経済性について議論を行い、有効な活

用計画又は適切な処分を検討する予定として

います。その中で道路整備も含め検討したい

と考えています。 

現時点で松山市独自に児童相談所を設置す

る予定はありませんが、入所措置等の権限を

もつ愛媛県と、総合的な家族支援、予防的支

援に取り組む市が、それぞれの役割や専門性

を生かし、連携を図ることで、引き続き適切

な対応を図ることにしています。 

住宅課 

杉村 幸紀 

948-6934 

子育て支援相談室 

岡田 春美 

943-3215 

11 

 ロープウェイ街について、駅舎前

を休日に通行止めにして市をする

などにぎわいをつくっていきたい

と考えているが、どう思われてい

るか 

■可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

■未定 

□不可能 

□その他 

地域の方々が主体となり、道路等の公共空

間を活用して、地域の賑わいの創出や活性化

につながるイベント等を実施するにあたって

は、安全対策をしっかりと行うことが最低限

必要です。 

今回のご提案については、まず、地元の方々

を中心に、開催回数や実施時期などをご検討

いただき、警察等の関係機関とも協議しなが

ら、多くの市民の方々に楽しんでいただける

取り組みとなるよう、一緒に検討していきた

いと思います。 

道路管理課 

窪田 勝彦 

948-6473 

地域経済課 

清水 真也 

948-6548 

観光・国際交流課 

友近 直樹 

948-6557 
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12 

まちづくり 東雲神社下から平和通りにかけて

の西一万商店街の歩道が非常に狭

い、広くできないか 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

この道路は都市計画道路として整備が完了

していますが、ご指摘のとおり歩道幅は約

2.5mと狭い状況です。沿道にはビルや商店が

多く拡幅整備は困難なことから、歩道上の占

用物の移設や撤去、また、自転車の車道走行

などにより、歩道を有効に使える方法を検討

します。 

都市政策課 

林 昌宏 

948-6462 

13 

まちづくり 歩いて暮らせるまちづくりに非常

に期待している。東雲地区を荒廃

したまちにしないようお願いした

い 

■可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

■次年度以降 

□未定 

□不可能 

□その他 

少子高齢化などの社会変化に対応するた

め、本市では、道路の利用方法を見直し、安

全で快適な歩道や自転車の走行空間の整備を

進めています。 

今後も、安全で快適に利用できる歩道や、

自転車が安全に走行できる空間を連続的に整

備することにより、歩行者、自転車双方が安

全で快適に利用できるまちづくりを図ってい

きます。 

都市政策課 

林 昌宏 

948-6462 

14 

まちづくり 坊っちゃん列車を郊外線にも走ら

せたら人を呼び込む一助になると

思うので提案したい 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

ご提案の内容について、伊予鉄道株式会社

に確認したところ「坊っちゃん列車と郊外電

車は、車両重量や走行速度、ホームの高さな

ど、様々な構造・規格が異なるので、同一線

路上での運行は難しい。」との回答をいただき

ました。 

今後とも、本市の観光資源の一つである坊

っちゃん列車を皆様で支えていただきますよ

うご協力をお願いします。 

総合交通課 

遠藤 敬二郎 

948-6846 

観光・国際交流課 

仙波 匡視 

948-6555 

 


